
11月11日(火)
14:00～15:30
ハローワーク妙高 2階会議室
妙高市下町9－３

12名

来所または電話

11月10日(月)正午

ハローワーク受付票または受付カード、筆記用具

雇用保険受給者は受講により求職活動実績の１回として認められます。

          ハローワーク妙高

担当：職業紹介部門

そんな不安はありませんか？

日時

会場

☎0255-73-7611

自分のことを整理し、次につなげる自分の力、将来の自分を確認するために、ジョ
ブ・カードを活用してみませんか？

そ の 他

定  員

申込方法

申込期限

持 ち 物

○ジョブ・カードとは？
○求職活動中におけるジョブ・カード利用のメリット
○ジョブ・カード制度総合サイトの利用方法について

内 容

履歴書・職務経歴書がうまく整理できない！ 就職先や次の将来をどう考えよう？

これからのキャリアプラン、そこに向かって行うべきことが描ける

ジョブ・カード
活用セミナー


